
●代理受領制度を利用した場合の流れ

①補助事業の相談

③相談士の選定・委託

②情報提供

④工事見積りの内訳書の提

出依頼・確認 ⑤工事見積りの内訳

書の提示

⑥補助金交付申請に必

要な添付書類の提出 ⑦補助金交付申請書

⑧代理受領事前届出書（様式

第1号）

⑩工事の契約 ⑨補助金交付決定通知書

⑪代理受領事前届出確認通知書

（工事着手） （様式第2号）

⑫工事の実施

⑬工事の監理 ⑭代理受領に係る委任状（様式

第6号）

（工事完了） ⑮中間検査

⑯耐震改修工事費の

請求

⑰耐震改修工事費の

支払い（補助金を除く

金額）

⑱耐震改修工事費領

収書の発行（補助金を

⑲完了実績報告に必 除く金額）

要な添付書類の提出 ⑳完了実績報告書

㉑現場検査

㉒額確定通知書の交付

㉓代理受領に係る補助金交付

請求書（様式第7号）

 ㉔補助金相当額の振込

※⑧⑪⑭⑯⑰⑱㉓㉔が通常の流れとの相違点です

（木造住宅耐震改修工事費の一部を施工業者が代理受領する場合）
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